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研究要旨 本研究では、既存の特定機能病院の業務状況についての実態

調査及び特定機能病院が備えるべき能力についての検討を行った。特定

機能病院のほとんどが大学附属病院であり、他の高度大規模病院との比

較において、その特性が明らかとなった。また、「特定機能病院」の知名

度の低さも明らかになった。以前の医療法上では「総合病院」の標榜が

あったが、多くの市民は「総合病院」の標榜が今もまだあると思ってい

いて、「大学病院」と「総合病院」の標榜が一般的な認識で、「特定機能

病院」と「地域医療支援病院」の分類の認識がないようにおもわれた。

今後、大学附属病院、特定の診療領域を担う病院、総合的な診療を行う

病院など、その病院の特性に応じた特定機能病院の担う役割やその条件

の明確化が必要と思われる。 

 

 

Ａ．研究目的 

特定機能病院は、医療施設機能の体系化

の一環として、高度の医療の提供、高度の

医療技術の開発及び高度の医療に関する研

修を実施する能力等を備えた病院につい

て、厚生労働大臣が個別に承認するもので

ある。平成４年の第２次医療法改正により

医療法に位置づけられ、令和４年 12 月１

日時点で 88 医療機関が承認されている。

承認要件については累次の見直しを図って

きている。しかしながら、最近の特定機能

病院の名称承認のために審議を行う医療分

科会において、外形的な基準は満たすもの

の、その名称にふさわしい医療水準かどう

か疑義が呈される事例が相次いでいる。 

特定機能病院を取り巻く課題としては、①

特定機能病院の役割の明確化（高度の医

療・派遣機能・特定領域型の内容）、②特

定機能病院の質の維持、③組織としての安

全・ガバナンスの向上、④外来機能報告及

び紹介受診重点医療機関（病院・診療所）

の創設を踏まえた対応の課題がある。医療

安全についても近年医療機関を対象とした

サイバー攻撃事例が発生しており、高度な

医療を担う特定機能病院における対策につ

いても検討する必要が生じている。 

本研究は、既存の特定機能病院の業務状

況についての実態調査及び特定機能病院が

備えるべき能力についての検討を行う。そ

の上で、各特定機能病院の能力や担う役割

は多様であることが想定されることから、

病院の特性に基づき、高度性や派遣機能の

観点から類型化が可能かを検討することを

目的とする。 
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Ｂ．研究方法 

特定機能病院等の特徴を抽出するための

データを収集し、検討を加えた。（資料

1）詳細は総括研究報告書に記載の通りで

ある。 

 

Ｃ．研究結果 

令和元年～令和４年度の特定機能病院業

務報告書（様式１、２、３、４、６）、令

和元年～令和４年度の病床機能報告から特

定機能病院分を抽出したもの、令和 4 年度

の外来機能報告（様式 1，2）から特定機

能病院分を抽出したもの、特定機能病院、

高度大規模病院へのアンケート調査（国立

大学病院病院機能指標、大学病院を特徴付

ける項目）については、最小値、第一四分

位値、中央値、第三四分位値、最大値を箱

ひげ図で、平均値を●にて図に示した（資

料 2）。あわせて、令和元年～令和４年度

の特定機能病院業務報告書（様式１、２、

３、４、６）、令和元年～令和４年度の病

床機能報告から特定機能病院分を抽出した

もの、令和 4 年度の外来機能報告（様式

1，2）から特定機能病院分を抽出したもの

については、第一四分位値、中央値、第三

四分位値を表にまとめた（資料 3）。特定

機能病院、高度先端的大規模病院へのアン

ケート調査（国立大学病院病院機能指標、

大学病院を特徴付ける項目）については各

群の中央値を示した（資料 3）。 

特定機能病院の特徴としては、一般病床

数、常勤医指数、常勤看護師数、放射線科

専門医、麻酔科専門医、1 日あたり平均外

来患者数が多いこと、必要医師数に対し医

師数が 2 倍以上在籍することがあげられ

る。一方、先進医療の種類数、取り扱い患

者数は多くなく、特定集中治療室管理料を

算定する施設も多くない。研究費、論文発

表等の実績に関しては病院間の差が大き

い。研修を受けた医師数は多いが、医師以

外への研修、業務管理に関する研修、他の

医療機関所属者への研修は少ない。医療安

全管理等に関する事項では病院間で差が大

きい。CT,MRI 等の医療機器の保有は病院

間で差はない。 

特定機能病院と高度大規模病院とは、先進

医療実施数では特定機能病院が多いが、手

術件数は高度大規模病院の方が多い。しか

し、手術技術度 D,E の手術は特定機能病院

が多い。NICU 実患者数、緊急帝王切開

数、新規入院患者数、初回入院患者数、ク

リニカルパスの使用は高度大規模病院が多

い。初期研修医の採用には差がないが、臨

床研修指導医数、専門研修コースの新規採

用人数、専門研修新規登録者数は特定機能

病院が多い。企業治験、医師主導治験、特

定臨床研究は特定機能病院が圧倒的に多

い。また、臨床研究専門職や研究推進を担

当する専任職員数も特定機能病院が圧倒的

に多い。救命救急患者数は高度大規模病院

が圧倒的に多い。地域への医師派遣は高度

大規模病院ではなかった。平均在院日数、

病床回転数では両者に差はなかった。大学

病院を特徴づける項目については大学病院

が高度大規模病院に大きな差を付けてい

た。 

 

Ｄ．考察 

「特定機能病院」の知名度の低さも明ら

かになった。以前の医療法上では「総合病

院」の標榜があったが、多くの市民は「総

合病院」の標榜が今もまだあると思ってい

いて、「大学病院」と「総合病院」の標榜

が一般的な認識で、「特定機能病院」と

「地域医療支援病院」の分類の認識がない

ように思われた。そのため、市民アンケー
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トの結果は、「特定機能病院」の固有名詞

から連想するイメージその物を反映してい

る可能性がある。そもそも、「特定」なる

言葉が行政用語で、法律で決めたものに

「特定」が付く仕組みである。例えば、臨

床研究法では「特定臨床研究」があるが、

この「特定」と「特定機能病院」とは何ら

関係なく、特定が指す意味が一般の方には

ほとんど理解できないと考えらえる。今

後、特定機能病院に一定の役割を与えたと

き、それを一般の方にどのように理解いた

だくかが課題だと思われる。 

また、特定機能病院のほとんどが大学附

属病院であり、その結果、高度の医療の提

供と共に、研究、研修に重点を置いている

傾向が見て取れ、これは特定機能病院でな

い高度大規模病院の比較において明らかと

なった。ただ、大学附属病院でない特定機

能病院では、癌などの特定領域を対象とし

ている場合は診療内容が明確であるが、総

合的な診療を行っている病院では高度大規

模病院との区別は明瞭でなかった。今後、

特定領域を対象とする場合、大学附属病院

ではない総合的な病院については特定機能

病院として担う役割やその条件の明確化が

必要と思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅ．結論 

今後、大学附属病院、特定の診療領域を担

う病院、総合的な診療を行う病院など、そ

の病院の特性に応じた特定機能病院の担う

役割やその条件の明確化が必要と思われ

る。 

 

Ｆ．健康危険情報 

 なし 

 

Ｇ．研究発表 

1.  論文発表 

なし 

2.  学会発表 

なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

1. 特許取得 

なし 

2. 実用新案登録 

なし 

3.その他 

 なし 


